
 

 

 

 

予約システムへアクセスできるＵＲＬやＱＲコード、利用者登録方法、予約方法等については、

市民のひろば３月号に掲載されています。 
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今年度も「地域福祉活動」や「趣味活動」の場として、地域の皆様に気軽に、気持ちよくご利用いただ

けるよう職員一同努めてまいります。多くの皆様のご来館を心よりお待ちしています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

              

 

インターネットを利用して、スマートフォンやパソコンなどで            

地域福祉館の空き状況の確認及び利用予約ができるようになります。     

インターネットで利用予約を行うには、事前に利用者登録が必要です。    

                                                                          

 

 

 

 

● 空き状況の確認 （利用者登録は不要です）            

 

● 利用予約 （事前に利用者登録が必要です） 9時～21時 

            インターネットまたは申請書(紙)で 当月分及び翌月分の利用予約ができます｡ 

             ※ネットワーク団体(福祉活動を行う団体として毎年２月に登録手続きが必要)については、利用日の 

                ６ヵ月前の初日から２ヵ月前の末日までの期間は、申請書(紙)で予約を受け付けます。 

                             

● 抽選申込 （事前に利用者登録が必要です） ９時～２１時 

            インターネットまたは申請書(紙)で 翌々月分の抽選申込をすることができます。 

            申込受付開始日         利用日の２ヵ月前の初日９時から 

申込期限         利用日の２ヵ月前の１９日１６時まで 

            抽選          利用日の２ヵ月前の２０日１６時 

            抽選結果の確定期間   抽選後～利用日の２ヵ月前の末日２１時まで 

 

 

 

 

 

  

  

          【お問い合わせ先】 

            お近くの地域福祉館へお尋ねください。  坂元福祉館  TEL 099-247-9750 

                鹿児島市 地域福祉課                     ＴＥＬ 099−216−1245 

                 鹿児島市社会福祉協議会 地域福祉推進課   ＴＥＬ 099−221−60７１ 

 

 

                        

 

第５５号  

令和５年４月発行 

鹿児島市坂元福祉館 

   鹿児島市東坂元２ー６－２ 

TEL／FAX ２４７－９７５０ 

管理運営：指定管理者 鹿児島市社会福祉協議会 

 

 
～ご来館をお待ちしています～   

坂元福祉館利用のご案内です！ 

       無料 
 

午前９時から午後９時まで、 

 児童ルームでは、午後１時～午後５時（春・ 

夏・冬休み期間中は午前９時から午後５時) 

まで、指導員が見守ります。 

※４歳未満は保護者同伴でご利用ください。 

４歳以上でも、トイレなど身の回りのことが 

できない場合は保護者の同伴が必要です。 

児童ルームでの飲食は原則できません。 

  毎月第２月曜日及び年末年始 

(１２月２９日から１月３日まで） 

 

事前に福祉館窓口に備え付けの

使用許可申請書の提出が必要です。利用した

い日の前月の初日から受け付けています。 

※令和５年４月１日からインターネットでも 

予約ができるようになりました。(右頁参照) 

 
 

①福祉活動を行う団体 

（校区社協、町内会、民児協、お達者クラブ、 

ボランティア団体など） 

②趣味・教養活動などで利用する団体 

※２名以上の団体が利用できます。 

 

※詳しくは福祉館窓口、または☎(２４７－
９７５０）へお問い合せください。 

 

 

 

福祉館からのお知らせ

４月利用分の予約(システムまたは紙) 

５月利用分の予約(システムまたは紙)  

６月分の抽選申込(システムまたは紙) 

 ※抽選申込期限    4月 19日 16時 

※抽選日     4月 20日 16時 

 

令和５年４月１日から 地域福祉館の 予約方法が 変わります！ 

 

予約システムでできること 

ＱＲコード等は  

市民のひろば 

３月号をご覧下さい 

４月にできること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


